
台風接近等の場合の措置について（定期試験中） 

 
  台風が接近する等異常な気象により大きな災害の発生が予想される場合、生徒の安全

のため、試験は下記の通りとする。 
 

                  記 

１．定期試験期間中、午前６時３０分現在、大阪府の５区域、奈良県「奈良北西部」、 

兵庫県「阪神」、京都府「京都・亀岡」「山城中部」のいずれかひとつの区域内で気

象庁より特別警報または暴風警報が発令された場合は、自宅研修とする。 

 

２．自宅研修となった日の試験は、試験期間を１日延長し、その追加された日に実施す 

る。 

 

３．特別警報または暴風警報以外で学校全体が休校となり、その日の試験が延期される 
  ことはない。 

  ただし、生徒の居住区域（その市町村）に対して、午前６時３０分大雨警報が発令 

されていて、かつ、豪雨のため、家屋浸水、道路冠水等、登校させることが危険であ

ると家庭で判断された場合は自宅待機し、保護者が学校にその旨を連絡する。この場

合、事後、大雨警報発令の地域を確認し、自宅研修を認め、公欠扱いの試験とする処

理をする 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

大阪府は 

区域 二次細分区域の市町村 
 大阪市   大阪市 

 東部大阪 

 

  守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、門真市、

 東大阪市、四条畷市、交野市 

 北大阪 

 

  豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、 

  島本町、豊能町、能勢町 

 南河内 

 

  富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、 

  大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤坂村 

 泉州 

 

  堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、 

 高石市、泉南市、阪南市、忠岡町  熊取町、田尻町、岬町 

 

 奈良県は 

 

 北西部 

 

 

  奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、桜井市、橿原市、 

  大和高田市、香芝市、御所市、平群町、  三郷町、斑鳩町、 

  安堵町、王寺町、河合町、川西町  上牧町、広陵町、 

  三宅町、田原本町、葛城市、高取町、明日香村 

 

 兵庫県は 

 阪神 

 

  神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市  伊丹市、宝塚市、川西市、 

三田市、猪名川町 

 

 京都府は 

 京都・亀岡 

 

  京都市、亀岡市、向日市、長岡京市、大山崎町 

 

 山城中部 

 

  宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町 

  宇治田原町 

 

 

 

 


